














つどいの家を応援したい！

寄付　50,000円確定申告により減税・還付

 寄付　50,000円

 税額控除
19,200円

県民税・市民税控除
4,800円

例えば 50,000 円のご寄付で

A子さん
年収 420 万

課税対象所得 226 万円
所得税率 10％

御礼　日本郵便株式会社様

　この度、日本郵便株式会社様から年賀寄付
金配分事業として助成を受け、つどいの家・
アプリでは福祉車両を１台購入しました。
　助成を受けて購入した車両は、重度のしょ
うがいのある利用者さんの送迎や活動で使用
するほか、地域貢献の試みとして、無償で地
域の方々に貸出も行っていきます。
　車両贈呈式では、つどいの家・アプリ利用
者代表として１名の方が参加し、日本郵便の
方々と力強く握手を交わし、ガッツポーズを
決める微笑ましい場面もありました。

　つどいの家は、これまで、多くの皆様のご支援に支えられ、歩んでまいりました。
　法人ホームページにも、沢山の方が訪れ、当法人の活動に関心を寄せていただ
いていることに、心から感謝申し上げます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、利用の制限をせざるを得ない事
業もあり、新しい日常を模索しながら、より良い事業を推進し、更に力強く歩ん
でいきたいと思います。皆様の温かいご支援を心よりお願い申し上げます。法人
ホームページからは、クレジットカード決済によるご寄付もご利用いただけます。
　また、この度、税額控除対象法人として仙台市より認定されました。これにより、
当法人へのご寄付は確定申告の際に「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選
択できるようになり、ご寄付の金額の最大約半分が還付されます。また、遺贈や
相続財産のご寄付も、相続税・所得税の非課税対象となります。詳しくは当法人
ホームページでもご案内しております。（令和 3 年 12 月 28 日ご寄付より対象）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ご寄付お申込フォーム〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.tsudoinoie.or . jp/

お問合せ先：法人本部（つどいの家・コペル内） ☏  022-781-1571

七十七銀行　沖野支店　普通　５３５４９６０

社会福祉法人　つどいの家　理事長　佐藤　清

※振込人名の先頭にキフとお書きください。

ご寄付のお願い

御礼　日本郵便株式会社様
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